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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドライバに対して予め定められた目標速度で走行するように調整されて車両（ＶＬ）の
駐車を支援する駐車補助制御装置において、
　前記車両に備えられる距離測定用センサ（５４）の異常状態を示す検出信号を受け取り
、前記距離測定用センサに異常が発生したことを検出するセンサ異常状態検出手段（１０
３）と、
　前記センサ異常状態検出手段によって、前記距離測定用センサに異常が発生したことが
検出された場合に、ドライバの意思とは無関係に前記車両に備えられる車輪（４ＦＬ、４
ＦＲ、４ＲＬ、４ＲＲ）に制動力を付与する制動力付与手段（２、３）に指示信号を出力
し、制動力を発生させることで、前記車両を停止させる車両制動制御手段と、を備え、
　前記車両制動制御手段は、
　前記ドライバの要求するドライバ要求制動力を検出するドライバ要求制動力検出手段（
１０、３０）と、
　前記異常が発生したことが検出された場合に制御ブレーキ力を演算する演算手段（１１
１）と、
　前記演算された制御ブレーキ力が前記検出されたドライバ要求制動力より大きいか否か
を判定する判定手段（１１３）と、
　前記指示信号を出力し、前記演算された制御ブレーキ力を制動力付与手段（２、３）に
前記制動力として発生させる強制制動処理実行手段（１１５）と、
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　該強制制動処理実行手段により前記制動力が発生した後にドライバによりアクセル操作
がなされたか否かを判定する解除操作判定手段（１１７、１１９）と、
　前記強制制動処理実行手段により発生させられた前記制動力を前記アクセル操作がなさ
れたとの判定に基づいて解除する強制制動解除処理手段（１２１）とを備え、
　前記異常が発生したことが検出された場合において、
　前記判定手段（１１３）により前記制御ブレーキ力がドライバ要求制動力より大きいと
判定された場合には、前記強制制動処理実行手段（１１５）が前記制動力付与手段（２、
３）に前記指示信号を出力し、演算された制御ブレーキ力を前記制動力として発生させる
とともに、解除操作判定手段（１１７、１１９）の判定に基づいて強制制動解除処理手段
（１１５）が発生させられた制動力を解除し、
　前記判定手段（１１３）により前記制御ブレーキ力がドライバ要求制動力より大きくな
いと判定された場合には、前記車両制動制御手段が前記強制制動処理実行手段（１１５）
による制動力は発生させずドライバ要求制動力を前記制動力として発生させることを特徴
とする駐車補助制御装置。
【請求項２】
　前記車両の車速を示すデータを受け取り、この車速を示すデータに基づいて、前記車両
の停止が急ブレーキにならないように前記車速に対応する目標減速度を求める目標減速度
検出手段（１０９）を有し、
　前記車両制動制御手段は、前記制動力付与手段が前記車輪に付加する制動力を制御して
前記目標減速度検出手段によって求められた前記目標減速度が得られるように、前記指示
信号を出力し、前記制動力付与手段が前記車輪に付与する制動力を調整することを特徴と
する請求項１に記載の駐車補助制御装置。
【請求項３】
　前記車両の車速を示すデータを受け取り、この車速を示すデータに基づいて、前記車両
の停止が急ブレーキにならないように前記車速に対応する減速度増加勾配を求める減速度
増加勾配検出手段（１０９）を有し、
　前記車両制動制御手段は、前記制動力付与手段が前記車輪に付加する制動力を制御して
前記減速度増加勾配検出手段によって求められた前記減速度増加勾配が得られるように、
前記指示信号を出力し、前記制動力付与手段が前記車輪に付与する制動力を調整すること
を特徴とする請求項１または２に記載の駐車補助制御装置。
【請求項４】
　前記車両制動制御手段は、前記車両の進行方向ならびに進行方向の反対側に配置された
前記距離測定用センサのうち前記車両の進行方向とは反対側に位置しているものが異常と
検出された場合であるか、前記距離測定用センサのうち前記車両の進行方向側に位置して
いるものが異常と検出された場合であるかに応じて、前記制動力付与手段に指示信号を出
力するか否かの制御形態を変化させることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つ
に記載の駐車補助制御装置。
【請求項５】
　前記車両制動制御手段は、前記車両の進行方向ならびに進行方向の反対側に配置された
前記距離測定用センサのうち前記車両の進行方向とは反対側でかつ前記車両の旋回内輪側
に位置しているものが異常と検出された場合であるか、前記距離測定用センサのうち残り
のものが異常と検出された場合であるかに応じて、前記制動力付与手段に指示信号を出力
するか否かの制御形態を変化させることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに
記載の駐車補助制御装置。
【請求項６】
　ドライバに対して予め定められた目標速度で走行するように調整されて車両（ＶＬ）の
後退での駐車を支援する駐車補助制御装置において、
　前記車両に備えられる距離測定用センサ（５４）の異常状態を示す検出信号を受け取り
、前記距離測定用センサに異常が発生したことを検出するセンサ異常状態検出手段（１０
３）と、
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　前記センサ異常状態検出手段によって、前記距離測定用センサに異常が発生したことが
検出された場合に、ドライバの意思とは無関係に前記車両に備えられる車輪（４ＦＬ、４
ＦＲ、４ＲＬ、４ＲＲ）に制動力を付与する制動力付与手段（２、３）に指示信号を出力
し、制動力を発生させることで、前記車両を停止させる車両制動制御手段と、を備え、
　前記車両制動制御手段は、前記車両の進行方向ならびに進行方向の反対側に配置された
前記距離測定用センサのうち前記車両の進行方向とは反対側でかつ前記車両の旋回内輪側
に位置しているものが異常と検出された場合であるか、前記距離測定用センサのうち残り
のものが異常と検出された場合であるかに応じて、前記制動力付与手段に前記指示信号を
出力するか否かの制御形態を変化させることを特徴とする駐車補助制御装置。
【請求項７】
　前記車両制動制御手段は、前記距離測定用センサのうち前記車両の進行方向とは反対側
に位置しているものが異常と検出された場合、進行方向とは反対側に位置する距離測定用
センサが異常であることを示す警報が行われ、前記制動力付与手段に前記指示信号を出力
せず、前記距離測定用センサのうち前記車両の進行方向側に位置しているものが異常と検
出された場合、前記制動力付与手段に指示信号を出力することを特徴とする請求項４に記
載の駐車補助制御装置。
【請求項８】
　前記車両制動制御手段は、前記距離測定用センサのうち前記車両の進行方向とは反対側
でかつ前記車両の旋回内輪側に位置しているものが異常と検出された場合、前記制動力付
与手段に前記指示信号を出力せず、前記距離測定用センサのうち残りのものが異常と検出
された場合、前記制動力付与手段に指示信号を出力することを特徴とする請求項５または
６に記載の駐車補助制御装置。
【請求項９】
　ドライバに対して車両（ＶＬ）の駐車を支援する機能をコンピュータに実現させる駐車
補助制御プログラムであって、
　前記車両に備えられる距離測定用センサ（５４）の異常状態を示す検出信号を受け取り
、前記距離測定用センサに異常が発生したことを検出するセンサ異常状態検出機能と、
　前記車両に備えられる距離測定用センサ（５４）に異常が発生したことが検出された場
合に、ドライバの意思とは無関係に前記車両に備えられる車輪（４ＦＬ、４ＦＲ、４ＲＬ
、４ＲＲ）に制動力を付与する制動力付与手段（２、３）に指示信号を出力し、制動力を
発生させることで、前記車両を停止させる車両制動制御機能と、を備え、
　前記車両制動制御機能は、
　前記ドライバの要求するドライバ要求制動力を検出するドライバ要求制動力検出機能（
１０、３０）と、
　前記異常が発生したことが検出された場合に制御ブレーキ力を演算する演算機能（１１
１）と、
　前記演算された制御ブレーキ力が前記検出されたドライバ要求制動力より大きいか否か
を判定する判定機能（１１３）と、
　前記指示信号を出力し、前記演算された制御ブレーキ力を制動力付与機能（２、３）に
前記制動力として発生させる強制制動処理実行機能（１１５）と、
　該強制制動処理実行機能により前記制動力が発生した後にドライバによりアクセル操作
がなされたか否かを判定する解除操作判定機能（１１７、１１９）と、
　前記強制制動処理実行機能により発生させられた前記制動力を前記アクセル操作がなさ
れたとの判定に基づいて解除する強制制動解除処理機能（１２１）とを備え、
　前記異常が発生したことが検出された場合において、
　前記判定機能（１１３）により前記制御ブレーキ力がドライバ要求制動力より大きいと
判定された場合には、前記強制制動処理実行機能（１１５）が前記制動力付与機能（２、
３）に前記指示信号を出力し、演算された制御ブレーキ力を前記制動力として発生させる
とともに、解除操作判定機能（１１７、１１９）の判定に基づいて強制制動解除処理機能
（１１５）が発生させられた制動力を解除し、
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　前記判定機能（１１３）により前記制御ブレーキ力がドライバ要求制動力より大きくな
いと判定された場合には、前記車両制動制御機能が前記強制制動処理実行機能（１１５）
による制動力は発生させずドライバ要求制動力を前記制動力として発生させることを特徴
とする駐車補助制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両における駐車を支援する駐車補助制御装置、駐車補助制御システムおよ
びそれらに用いられる駐車補助プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両における駐車を支援することで、容易に駐車が行えるようにする駐車補助制
御装置が開発されている。例えば、ドライバが車室内に備えられた駐車補助スイッチを押
すと、それに伴って車両が自動的に駐車スペースに移動し、ドライバが何も行わないでも
駐車を行ってくれるものや、車庫入れや縦列駐車のときに車両の移動に伴って「左方向に
ハンドルを切ってください」等のように、ハンドルなどの操作指示を出すもの、駐車中の
車両の移動軌跡を示すものがある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－２８０８２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記のような駐車補助制御装置において、駐車補助制御を実行するときに、車両に備え
られる距離測定用センサ、例えばコーナーソナー、レーザレーダ、車載カメラなどに異常
が発生する可能性がある。しかしながら、従来の駐車補助制御装置では、このような異常
が発生しても、何ら対策がとられていないか、もしくは、駐車補助制御を終了させるのみ
であった。したがって、距離測定用センサに異常が生じた場合、駐車補助制御中に自動的
に制動力を発生させることができず、車両を適切に所定速度（クリープ速度）で移動させ
ることができなくなる可能性がある。このため、駐車補助制御装置に距離測定用センサが
発生した場合に対応できるフェールセーフ機能を備えるようにすることが望まれる。
【０００４】
　なお、センサチェックは、イグニッションスイッチがオンされた後のイニシャルチェッ
ク時に、例えば３秒間ほど行われ、その後も所定周期毎に常時行われる。そして、異常が
検出された場合には、警告ランプを点灯させる等の処置により、ドライバに対して距離測
定用センサが故障したことを知らせるようにしている。しかしながら、距離測定用センサ
の異常は、車両が高速走行しているような場合にも発生することから、距離測定用センサ
に異常が発生したとしても、何ら制動制御は行われていない。
【０００５】
　本発明は上記点に鑑みて、駐車補助制御を実行するにあたり、距離測定用センサの異常
が検出された場合に、その異常に対応できるフェールセーフ機能を備えた駐車補助制御装
置、駐車補助制御システムおよびそれらに用いられる駐車補助プログラムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、センサ異常状態検出手段（１０
３）にて、車両に備えられる距離測定用センサ（５４）に異常が発生したこが検出された
場合に、ドライバの意思とは無関係に車両制動制御手段（１１５）により、車両に備えら
れる車輪に制動力を付与する制動力付与手段（２、３）に指示信号を出力し、制動力を発
生させることで、車両を停止させることを特徴としている。
【０００７】
　このように、駐車補助制御中に距離測定用センサに異常が発生したときには、車両を自
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動的に停止させるようにしている。これにより、駐車補助制御を実行するにあたり、距離
測定用センサに異常が検出された場合に、その異常に対応できるフェールセーフ機能を備
えた駐車補助制御装置とすることができる。
　具体的には、車両制動制御手段には、ドライバの要求するドライバ要求制動力を検出す
るドライバ要求制動力検出手段（１０、３０）と、異常が発生したことが検出された場合
に制御ブレーキ力を演算する演算手段（１１１）と、演算された制御ブレーキ力が検出さ
れたドライバ要求制動力より大きいか否かを判定する判定手段（１１３）と、指示信号を
出力し、演算された制御ブレーキ力を制動力付与手段（２、３）に制動力として発生させ
る強制制動処理実行手段（１１５）と、該強制制動処理実行手段により制動力が発生した
後にドライバによりアクセル操作がなされたか否かを判定する解除操作判定手段（１１７
、１１９）と、強制制動処理実行手段により発生させられた制動力をアクセル操作がなさ
れたとの判定に基づいて解除する強制制動解除処理手段（１２１）とが備えられる。そし
て、異常が発生したことが検出された場合において、判定手段（１１３）により制御ブレ
ーキ力がドライバ要求制動力より大きいと判定された場合には、強制制動処理実行手段（
１１５）が制動力付与手段（２、３）に指示信号を出力し、演算された制御ブレーキ力を
制動力として発生させるとともに、解除操作判定手段（１１７、１１９）の判定に基づい
て強制制動解除処理手段（１１５）が発生させられた制動力を解除し、判定手段（１１３
）により制御ブレーキ力がドライバ要求制動力より大きくないと判定された場合には、車
両制動制御手段が強制制動処理実行手段（１１５）による制動力は発生させずドライバ要
求制動力を制動力として発生させる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明では、目標減速度検出手段（１０９）にて、車速を示すデータに
基づいて、車両の停止が急ブレーキにならないように車速に対応する目標減速度を求め、
車両制動制御手段が車輪に付加する制動力を制御し、目標減速度検出手段によって求めら
れた目標減速度が得られるように、車両制動制御手段から指示信号を出力させることを特
徴としている。
【０００９】
　このように、車速に応じた目標減速度を設定し、車両を停止させるようにすれば、車両
の停止が急ブレーキにならないようにできる。なお、請求項３に示されるように、減速度
増加勾配検出手段によって、車速を示すデータに基づいて車両の停止が急ブレーキになら
ないように車速に対応する減速度増加勾配を求め、求められた減速度増加勾配が得られる
ように、車両停止指令手段から指示信号を出力させるようにしても、請求項２と同様の効
果を得ることができる。
ある。
【００１０】
　請求項４に記載の発明のように、車両の進行方向ならびに進行方向の反対側に配置され
た距離測定用センサのうち車両の進行方向とは反対側に位置しているものが異常と検出さ
れた場合であるか、距離測定用センサのうち車両の進行方向側に位置しているものが異常
と検出された場合であるかに応じて、制動力付与手段に指示信号を出力するか否かの制御
形態を変化させることも可能である。
【００１１】
　このようにすれば、距離測定用センサにおける異常が発生した場所に応じて、駐車補助
制御を継続させることが可能となる。
　さらに、請求項７に記載したように、距離測定用センサのうち車両の進行方向とは反対
側に位置しているものが異常と検出された場合、進行方向とは反対側に位置する距離測定
用センサが異常であることを示す警報が行われ、制動力付与手段に指示信号を出力せず、
距離測定用センサのうち車両の進行方向側に位置しているものが異常と検出された場合、
制動力付与手段に指示信号を出力するようにすることができる。
【００１２】
　また、請求項５、６に示されるように、車両の進行方向ならびに進行方向の反対側に配
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置された距離測定用センサのうち車両の進行方向とは反対側でかつ車両の旋回内輪側に位
置しているものが異常と検出された場合であるか、距離測定用センサのうち残りのものが
異常と検出された場合であるかに応じて、制動力付与手段に指示信号を出力するか否かの
制御形態を変化させることもできる。
【００１３】
　このようにすれば、車両の進行方向と反対側における旋回外輪側が車両進行方向におけ
る先端位置の移動軌跡から外にはみ出してしまうことを考慮した駐車補助制御を実行させ
ることができる。
【００１４】
　さらに、距離測定用センサのうち車両の進行方向とは反対側でかつ車両の旋回内輪側に
位置しているものが異常と検出された場合、制動力付与手段に指示信号を出力せず、距離
測定用センサのうち残りのものが異常と検出された場合、制動力付与手段に指示信号を出
力することもできる。
【００１５】
　また、上記請求項１ないし８は、本発明を駐車補助制御装置という形態として示したも
のであるが、本発明は必ずしもこのような形態のみに適用されるものではない。例えば、
請求項９に示されるように、駐車補助制御プログラムという形態として本発明を捉えるこ
とも可能であるし、駐車補助制御方法等の他の形態として本発明を捉えることも可能であ
る。
【００１６】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示すものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。
【００１８】
　（第１実施形態）
　本発明の一実施形態を適用した車両に搭載される駐車補助制御装置について、図面を参
照して説明する。
【００１９】
　図１は、本実施形態の駐車補助制御装置の全体構成を示す図である。図中、車両ＶＬの
右前輪、左前輪、右後輪、左後輪をそれぞれに対応する構成要素にＦＲ、ＦＬ、ＲＲ、Ｒ
Ｌを付して表わしてある。
【００２０】
　本実施形態の駐車補助制御装置は、ブレーキ制御ＥＣＵ１、油圧ブレーキ装置２、電動
パーキングブレーキ（以下、ＰＫＢという）３、各車輪４ＦＲ、４ＲＬ、４ＦＬ、４ＲＲ
毎に備えられたホイールシリンダ（以下、Ｗ／Ｃという）４１ＦＲ、４１ＲＬ、４１ＦＬ
、車輪速度センサ５ＦＲ、５ＲＬ、５ＦＬ、５ＲＲ、車内ＬＡＮバス６、エンジンＥＣＵ
７、周辺監視制御ＥＣＵ８、警告表示・警報装置９、各種センサ類５０、および制動要求
出力部８０を備えた構成となっている。
【００２１】
　これらの構成要素のうち、ブレーキ制御ＥＣＵ１、エンジン制御ＥＣＵ７、周辺監視制
御ＥＣＵ８、警告表示・警報装置９、センサ類５０、および制動要求出力部８０は、それ
ぞれ車内ＬＡＮバス６に接続され、車内ＬＡＮバス６を介して互いに信号の送受を行える
ようになっている。
【００２２】
　ブレーキ制御ＥＣＵ１は、コンピュータにより構成されており、車内ＬＡＮバス６を介
して周辺監視制御ＥＣＵ８や制動要求出力手段８０からの制動要求、および各車輪速度セ
ンサ５ａ～５ｄおよびセンサ類５０からのセンサ信号を入力し、後述する油圧ブレーキ装
置２およびＰＫＢ３を制御するための駆動信号やエンジン制御ＥＣＵ７への制御信号を出
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力する。
【００２３】
　本実施形態では、これら油圧ブレーキ装置２およびＰＫＢ３が、本発明における制動力
付与手段に相当するものであり、共に、自動制動システムを構成している。
【００２４】
　図２は、油圧ブレーキ装置２の具体的な配管構成を示した図である。この図を参照して
、油圧ブレーキ装置２について説明する。
【００２５】
　マスタシリンダ（以下、Ｍ／Ｃという）１０は、運転者により図示しないブレーキペダ
ルが踏み込まれると、センサ類５０に含まれる後述するブレーキ操作量センサ５３で検出
されるブレーキペダルの踏力に応じたＭ／Ｃ圧を発生させる。このＭ／Ｃ１０には、第１
配管系統１１および第２配管系統２１が接続されており、これら各配管系統１１、２１に
対して各Ｗ／Ｃ４１ＦＲ、４１ＲＬ、４１ＦＬ、４１ＲＲがダイアゴナル接続されている
。
【００２６】
　Ｍ／Ｃ１０で発生させられたブレーキ液圧は、それぞれ第１配管系統１１および第２配
管系統２１を介して各車輪に備えられたＷ／Ｃ４１ＦＲ、４１ＲＬ及び４１ＦＬ、４１Ｒ
Ｒに伝達され、第１の制動力を発生するようになっている。
【００２７】
　以下では、第１配管系統１１、特に、右前輪４ＦＲに関わる配管系統を中心に説明する
が、他の車輪および第２配管系統についても同様である。
【００２８】
　第１配管系統１１には、右前輪４ＦＲおよび左後輪４ＲＬのそれぞれに対して、ＡＢＳ
制御時に各Ｗ／Ｃ４１ＦＲ、４１ＲＬの増圧および保持を調整する増圧制御弁１４ａ、１
４ｂが設けられている。増圧制御弁１４ａ、１４ｂそれぞれに並列に逆止弁１４１ａ、１
４１ｂが設けられ、増圧制御弁１４ａ、１４ｂの遮断時にＷ／Ｃ圧が過剰となった場合に
液流をＭ／Ｃ１０側へ逃がすようになっている。
【００２９】
　増圧制御弁１４ａ、１４ｂとＷ／Ｃ４１ＦＲ、４１ＲＬとの間から伸びる減圧管路１２
にはＡＢＳ制御におけるＷ／Ｃ４１ＦＲ、４１ＲＬの減圧、保持を調整する減圧制御弁１
５ａ、１５ｂが設けられている。この減圧管路１２はリザーバ１６と接続されている。
【００３０】
　リザーバ１６に貯溜されるブレーキ液は、モータ２０により駆動されるポンプ１７によ
って汲み上げられたのち、増圧制御弁１４ａ、１４ｂと後述するマスタカット弁（以下、
ＳＭ弁という）１８との間に流される。なお、ポンプ１７の吐出口には逆止弁１７１が設
けられ、ポンプ１７の吐出口に高いブレーキ液圧が加えられないようになっている。
【００３１】
　Ｍ／Ｃ１０と増圧制御弁１４ａ、１４ｂとの間には、ＳＭ弁１８が配置されている。こ
のＳＭ弁１８は、非通電時は連通状態、通電時には図示方向の逆止弁による遮断状態とな
る２位置弁である。ＳＭ弁１８は、遮断状態のときには、Ｗ／Ｃ４１ＦＲ、４１ＲＬ側の
圧が逆止弁のばねによるクラッキング圧分Ｍ／Ｃ１０側の圧よりも高くなったときにリリ
ースされ、圧を逃がす構造となっている。このＳＭ弁１８には、並列に逆止弁１８１が設
けられており、Ｍ／Ｃ１０側からＷ／Ｃ４１ＦＲ、４１ＲＬ側への流動のみが許容される
ようになっている。
【００３２】
　Ｍ／Ｃ１０とＳＭ弁１８との間と、リザーバ１６とは吸引管路１３で接続されている。
【００３３】
　第１配管系統１１のＭ／Ｃ１０とＳＭ弁１８との間には油圧センサ３０が設けられ、Ｍ
／Ｃ１０が発生したブレーキ液圧を検出できるようになっている。この油圧センサ３０で
検出されるブレーキ液圧は、Ｍ／Ｃ１０の図示しないセカンダリ室の発生圧力であるが、
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第２配管系統が接続されるプライマリ室にも同圧が発生しているので、油圧センサ３０に
より実質的にＭ／Ｃ圧を検出することができる。
【００３４】
　また、増圧制御弁１４ａ、１４ｂとＷ／Ｃ４１ＦＲ、４１ＲＬとの間にも油圧センサ１
９ａ、１９ｂが設けられ、それぞれのＷ／Ｃ圧が検出できるようになっている。
【００３５】
　これら、油圧センサ３０および油圧センサ１９ａ、１９ｂの出力信号は、ブレーキ制御
ＥＣＵ１に入力される。
【００３６】
　上記増圧制御弁１４ａ、１４ｂ、減圧制御弁１５ａ、１５ｂは２位置弁であり、ブレー
キペダルの非操作時および通常ブレーキ時などの非通電（ＯＦＦ）時には図示の弁体位置
、すなわち、増圧制御弁１４ａ、１４ｂは連通状態、減圧制御弁１５ａ、１５ｂは遮断（
カット）状態にある。また、ＳＭ弁１８も通常の非通電時には図示の弁体位置、すなわち
連通状態にある。
【００３７】
　これら各制御弁は、ブレーキ制御ＥＣＵ１からの作動信号により駆動される。また、ポ
ンプ１７、２７を駆動するモータ２０もブレーキ制御ＥＣＵ１からの作動信号により駆動
される。
【００３８】
　なお、これらの油圧ブレーキ装置２に対する各作動信号は、総じて第１駆動信号に相当
する。また、油圧ブレーキ装置２を制御停止（または、制御禁止）にするとは、第１駆動
信号を０（非作動状態）、具体的には、増圧制御弁１４ａ、１４ｂ、２４ａ、２４ｂ、減
圧制御弁１５ａ、１５ｂ、２５ａ、２５ｂおよびＳＭ弁１８、２８を全て非通電とし、か
つ、モータ２０の駆動電流を０とすることを意味している。したがって、油圧ブレーキ装
置２で示される第１ブレーキ手段は、第１駆動信号が解除されると制動力も解除（制動力
＝０）されることになる。
【００３９】
　続いて、この油圧ブレーキ装置２の基本的な制御方法について説明する。
【００４０】
　運転者によりブレーキペダルが踏み込まれるときの通常のブレーキ操作においては、全
ての制御弁（ＳＭ弁１８、増圧制御弁１４ａ、減圧制御弁１５ａ）は非通電（ＯＦＦ）状
態とされる。このため、Ｍ／Ｃ圧がそのままＷ／Ｃ４１ＦＲ、４１ＲＬに作用し、Ｗ／Ｃ
圧＝Ｍ／Ｃ圧となる。
【００４１】
　ＡＢＳ制御中は、タイヤロックを回避するためにＷ／Ｃ圧を減圧する過程と制動力を回
復するためにＷ／Ｃ圧を増圧する過程とでそれぞれ動作が異なる。なお、ＳＭ弁１８はＡ
ＢＳ制御中は、通常ＯＦＦ（連通状態）にするとともに、ポンプ１７を駆動してリザーバ
１６よりブレーキ液を吸引する。
【００４２】
　まず、ＡＢＳ制御の減圧過程では、増圧制御弁１４ａを通電状態（ＯＮ）すなわち遮断
（カット）状態とし、かつ、減圧制御弁１５ａをＯＮ／ＯＦＦのデューティー比制御する
。これにより、連通／カットの切換えが繰り返されて、Ｗ／Ｃ４１ＦＲよりブレーキ液が
所定の変化勾配でリザーバ１６へ流れ出しＷ／Ｃ圧が減圧する。
【００４３】
　ＡＢＳ制御の増圧過程では、減圧制御弁１５ａを非通電状態（ＯＦＦ）すなわちカット
状態とし、かつ、増圧制御弁１４ａをＯＦＦ／ＯＮのデューティー比制御する。これによ
り、連通／カットの切換えが繰り返されて、Ｍ／Ｃ１０よりブレーキ液がＷ／Ｃ４１ＦＲ
に供給されてＷ／Ｃ圧は増圧する。
【００４４】
　次に、ブレーキペダルの踏み込み操作の有無に関わらず、周辺監視制御ＥＣＵ８や制動
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要求出力手段８０からの制動要求信号に基づいて、ブレーキ制御ＥＣＵ１が油圧ブレーキ
装置２に対して指示するブレーキ動作中の増圧過程および減圧過程について説明する。
【００４５】
　この増圧過程では、ＳＭ弁１８をＯＮ（カット状態）に、かつ、減圧制御弁１５ａをＯ
ＦＦ（カット状態）にする。また、ポンプ１７を駆動してリザーバ１６よりブレーキ液を
吸引して吐出圧を発生させた状態で、油圧センサ１９ａの検出値との比較を行いながら、
増圧制御弁１４ａをＯＦＦ／ＯＮのデューティー比制御により所定の変化勾配で、あるい
は設定された目標の圧力までＷ／Ｃ圧を増圧する。このとき、必要に応じてＭ／Ｃ１０か
ら吸引管路１３、リザーバ１６を介してブレーキ液がポンプ１７の吸引口に補充される。
【００４６】
　また、減圧過程では、ＳＭ弁１８をＯＮ（カット状態）に、かつ、増圧制御弁１４ａを
ＯＮ（カット状態）にするとともに、ポンプ１７を駆動してリザーバ１６よりブレーキ液
を吸引して吐出圧を発生させた状態で、油圧センサ１９ａの検出値との比較を行いながら
、減圧制御弁１５ａをＯＮ／ＯＦＦのデューティー比制御により所定の勾配で、あるいは
設定された目標の圧力までＷ／Ｃ４１ＦＲよりブレーキ液を吸引してＷ／Ｃ圧を減圧する
。このとき、増圧制御弁１４ａおよびＳＭ弁１８がともにカット状態であるため、ポンプ
１７の吐出圧は増大するが、その圧がＳＭ弁１８の逆止弁のばねのクラッキング力より大
きくなるとリリースされて圧力が低下する。
【００４７】
　次に、ＰＫＢ３について説明する。
【００４８】
　ＰＫＢ３は、ブレーキワイヤ３１Ｒ、３１Ｌ後輪４ＲＬ、４ＲＲの各ブレーキキャリパ
と接続されている。このＰＫＢ３１は、ブレーキ制御ＥＣＵ１からの第２駆動信号により
動作する図示しないモータおよびギア機構からなるアクチュエータが、ブレーキワイヤ３
１Ｒ、３１Ｌを介して左右後輪４ＲＲ、４ＲＬのブレーキキャリパを駆動することにより
、制動力すなわち、第２の制動力を発生させる。ＰＫＢ３のモータは、第２駆動信号に基
づきデューティー駆動されて正転または逆転させられる。これにより、第２の制動力の大
きさが制御されるようになっている。
【００４９】
　このとき、デューティー比に応じた制動力が発生し、目標の制動力となったらＰＫＢ３
のモータがロックし、モータロックが検出されるとモータの駆動電流が遮断、すなわち、
第２駆動信号が解除されて、ＰＫＢ３は制御停止（制御禁止）の状態となる。このＰＫＢ
３の制御停止状態ではギア機構は動かないので、第２の制動力は維持され、ロック状態と
なる。
【００５０】
　このＰＫＢ３は、ブレーキ制御ＥＣＵ１からの第２駆動信号によって行われる以外に、
運転者により図示しないパーキングブレーキスイッチをＯＮ／ＯＦＦ操作した場合にも、
その操作信号に基づきブレーキ制御ＥＣＵ１がＰＫＢ３の第２駆動信号を出力することに
より駆動されるようになっている。
【００５１】
　車輪速度センサ５ＦＬ～５ＲＲは、図２に示すように、各車輪の回転速度を検出できる
ように、各車輪それぞれに備えられ、それぞれの出力信号が直接ブレーキ制御ＥＣＵ１に
入力されるようになっている。車輪速度センサ５ＦＲ、５ＦＬ、５ＲＲ、５ＲＬには、例
えばホール素子による半導体式速度センサが用いられ、低速度でも確実な車輪回転パルス
を得ることで、駐車時の速度でも正確な車速が検出できるようになっている。
【００５２】
　エンジン制御ＥＣＵ７は、アクセル操作量センサ５２からのアクセル操作量であるアク
セル開度信号や、エンジン回転数、水温や排気中の酸素濃度などに基づき走行状態に応じ
て燃料噴射量を調整してエンジン７０へ指令値を与えることによりエンジン出力を制御す
る。これにより、自動変速機（ＡＴ）７１および車軸７２Ｒ、７２Ｌを介して回転駆動さ
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れる左右の前輪４ＦＲ、４ＦＬの駆動力が調整されるようになっている。
【００５３】
　なお、ＡＴ７１は、エンジン７０の回転を車軸７２Ｒ、７２Ｌに伝達するトルクコンバ
ータを内蔵した公知の装置であり、図示しない制御装置により変速制御されるものである
。本実施形態では、クリープ現象により車両を低速で走行させる（以下、クリープ走行と
いう）状態を積極的に利用して駐車補助制御を行うものであり、ＡＴ７１の制御に関して
は特に関係ないため、ＡＴ７１の制御装置については説明を省略する。
【００５４】
　すなわち、本実施形態においては、ブレーキ制御ＥＣＵ１からのエンジン出力調整信号
により、エンジン制御ＥＣＵ７がアイドル状態からエンジン出力を増加、または、アイド
ル状態への出力減少を行うことによる駆動力の制御と、ブレーキ制御ＥＣＵ１による制動
力の制御を併用して車両ＶＬを定速モードで走行させるようになっている。
【００５５】
　周辺監視制御ＥＣＵ８は、センサ類５０に含まれる後述する距離測定用センサとしての
障害物センサ５４により計測された障害物までの距離ｘに基づき、車両ＶＬを停止すべき
位置までの距離である制動距離Ｌを算出する。そして、周辺監視制御ＥＣＵ８は、求めた
制動距離Ｌを制動要求値としてブレーキ制御ＥＣＵ１へ出力するようになっている。
【００５６】
　警告表示・警報装置９は、ランプやディスプレイ等の警告表示器およびブザーやスピー
カ等の警報器を備えたもので、各種制御を実行していること等をランプ点灯やディスプレ
イ表示、ブザーやスピーカを通じての警告音によってドライバに報知するものである。
【００５７】
　センサ類５０には、操舵量センサ５１、アクセル操作量センサ５２、ブレーキ操作量セ
ンサ５３および障害物センサ５４が含まれている。
【００５８】
　操舵量センサ５１は、ハンドル操舵量を検出するものであり、アクセル操作量センサ５
２は、アクセルペダルの操作量を検出するものである。ブレーキ操作量センサ５３は、ブ
レーキペダルの操作量を検出するものである。
【００５９】
　障害物センサ５４は、車両ＶＬ周辺の障害物を検出するためのものである。この障害物
センサ５４としては、レーザレーダ、車載カメラ、コーナーソナーなどが挙げられる。
【００６０】
　例えば、障害物センサ５４としてコーナーソナーが用いられる場合、車両の前部および
後部の例えばバンパに設けられたコーナーソナーにより車両の前方および後方に存在する
障害物までの距離ｘを計測し、その微分信号と共に車内ＬＡＮバス６を介してブレーキ制
御ＥＣＵ１や他の制動要求出力手段へ送るようになっている。この距離ｘの微分信号は、
前方または後方の走行車両などの障害物との相対速度に相当する。
【００６１】
　このように構成される距離測定用センサとしての障害物センサ５４においては、異常が
発生しているか否かを検出するセンサチェックが行われる。このセンサチェックには、障
害物センサ５４そのものの電気的な故障のチェックと、障害物センサ５４の検出信号を処
理する信号処理回路（本実施形態の場合には、周辺監視制御ＥＣＵ８などが該当）の電気
的故障のチェックがある。
【００６２】
　例えば、障害物センサ５４から検出信号が出力されないような場合、もしくは障害物セ
ンサ５４にダイアグ機能が備えられているものであれば、通常の検出信号とは異なるダイ
アグ信号が出力されているような場合には、障害物センサ５４そのものの電気的な故障が
発生したものとして、異常が検出される。
【００６３】
　また、例えば、信号処理回路で演算が行えないような場合や、信号処理回路から制御信
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号が出力されないような場合には、障害物センサ５４の信号処理回路に電気的な故障が発
生したものとして、異常が検出される。
【００６４】
　この異常チェック時に異常が検出された場合には、周辺監視制御ＥＣＵ８もしくはブレ
ーキ制御ＥＣＵ１に備えられる図示しないメモリの異常検出フラグがセットされることで
、異常が発生したことが確認できるようになっている。
【００６５】
　制動要求出力部８０は、制動要求出力手段に相当するもので、渋滞追従ＥＣＵ８１、車
間制御ＥＣＵ８２および居眠り防止ＥＣＵ８３を含んでいる。
【００６６】
　渋滞追従ＥＣＵ８１は、交通渋滞時に前方車両の制動および停車状態を検出し、自車Ｖ
Ｌの車速より前方車両に追突することなく所定車間距離の位置に停止または車間距離を維
持するための目標減速度（たとえば、「０．２３Ｇ（Ｇ：重力加速度）の減速」）を算出
する。そして、渋滞追従ＥＣＵ８２は、その算出結果をＥＣＵ要求値として、車内ＬＡＮ
バス６を介してブレーキ制御ＥＣＵ１へ出力する。
【００６７】
　これに基づき、ブレーキ制御ＥＣＵ１では、例えば、減速度１Ｇが制動圧１０ＭＰａ（
Ｐａ：圧力単位、パスカル）に相当するものとして、ＥＣＵ要求値として示される減速度
を制動圧（制動油圧）に変換し、その大きさを評価するようになっている。
【００６８】
　車間制御ＥＣＵ８２は、前後の車両などの障害物と自車ＶＬとの距離および相対速度を
検出し、障害物との車間距離を、予め設定された、あるいは運転者により設定変更された
所定値に保つよう、エンジン制御ＥＣＵ７による駆動制御やブレーキ制御ＥＣＵ１による
制動制御を行うものである。さらに、ＥＣＵ要求値として、ブレーキ制御ＥＣＵ１へ目標
制動距離（たとえば、「２８ｍで停止」）を出力する。また、前後の障害物との距離が急
激に小さくなった場合に、車両進行方向への歩行者等の急な飛び出しの可能性があるため
、急制動を可能にする制動要求を出す。なお、前後障害物との距離は障害物センサ５４に
より検出される。
【００６９】
　これに基づき、ブレーキ制御ＥＣＵ１では、現在車速と目標制動距離とから目標減速度
を求め、あるいは急制動時の最大減速度の設定を行い、これを、上述と同様制動圧に変換
して、大きさを評価するようになっている。
【００７０】
　居眠り防止ＥＣＵ８３は、運転操作状態あるいは運転者の生理状態を検出して運転者の
居眠り状態を判定し、運転者に覚醒を促すためにブザーなどの警報や断続的な瞬間制動を
行うものであるが、本実施形態においては、ＥＣＵ要求値として、ブレーキ制御ＥＣＵ１
へ上記覚醒のための目標制動液圧の時間変化値を与える。この制動力の時間変化は、例え
ば、三角波形状とすることができる。
【００７１】
　以上のように本実施形態の駐車補助制御装置が構成されている。このように構成される
駐車補助制御装置では、図示しない駐車補助制御開始用のスイッチが投入され、駐車補助
モードが設定されると駐車補助制御が実行されるようになっている。具体的には、ブレー
キ制御ＥＣＵ１、エンジン制御ＥＣＵ７および周辺監視ＥＣＵ８により、車輪速度センサ
５ＦＬ～５ＲＲやＷ／Ｃ圧センサ１９ａ、１９ｂ、２９ａ、２９ｂおよびセンサ類５０か
らの検出信号、さらには、制動要求出力部８０からＥＣＵ要求値として出される目標減速
度等に基づいて、駐車補助制御およびフェールセーフ制御などの各種制御が実行される。
【００７２】
　そして、駐車補助制御が実行されると、車両ＶＬと障害物との距離ｘが比較的長い場合
には、定速モードでの動作によりブレーキ操作量および道路勾配に応じた目標速度（クリ
ープ速度）で車両ＶＬがクリープ走行するように調整され、障害物との距離ｘが短くなる
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と停車モードでの動作に切り替わり、車速に応じて決められた制動距離となるように制動
力が発生させられ、車両ＶＬが減速するように調整される。
【００７３】
　続いて、この駐車補助制御中に実行されるフェールセーフ制御に関して説明する。
【００７４】
　このフェールセーフ制御処理は、駐車補助制御中に、障害物センサ５４に異常が発生す
ると、障害物センサ５４によって距離Ｘを正確に検出できなくなる場合があり、適切に駐
車補助制御を実行できなくなる可能性があることから、センサチェックによって障害物セ
ンサ５４に異常が発生したことが検出された場合には、駐車補助制御をやめ、車両ＶＬを
停止させるものである。
【００７５】
　図３は、フェールセーフ制御処理のフローチャートを示したものである。このフローチ
ャートに示されるフェールセーフ制御処理は、ブレーキ制御ＥＣＵ１において、車両にお
ける図示しない駐車補助制御開始用のスイッチがオンされたときに、所定の制御周期毎に
実行される。
【００７６】
　まず、ステップ１０１では、駐車補助制御中であるか否かが判定される。例えば、駐車
補助制御が実行されるときに、ブレーキ制御ＥＣＵ１内に備えられる図示しないメモリの
フラグをセットしておき、そのフラグがセットされているかリセットされているかを確認
することで、この判定を行うことができる。
【００７７】
　このステップで肯定判定された場合には、駐車補助制御中であるものとして、ステップ
１０３に進む。
【００７８】
　ステップ１０３では、障害物センサ５４の異常が検出されているか否かが判定される。
この判定は、上記したように、周辺監視制御ＥＣＵ８もしくはブレーキ制御ＥＣＵ１に備
えられる図示しないメモリの異常検出フラグがセットされているか否かに基づいて行われ
る。そして、異常検出フラグがセットされいなければ何ら問題がない。このため、このス
テップで否定判定された場合には、そのまま処理が終了される。そして、このステップで
肯定判定された場合には、ステップ１０５に進む。
【００７９】
　ステップ１０５では、障害物センサ５４に異常が発生して距離Ｘが正確に求められない
など、駐車補助制御を適切に実行できない状態になっている可能性があることから、駐車
補助制御を終了させるための処理が実行される。
【００８０】
　続いて、ステップ１０７に進み、警告処理が実行される。この処理では、警告音および
ランプもしくはディスプレイ表示による警告を行うべく、警告表示・警報装置９にフェー
ルセーフ制御が実行されたことを示す制御信号が出力される。これにより、警告表示・警
報装置９でランプ点灯やディスプレイ表示や、ブザーやスピーカを通じての警告音での警
報が行われ、ドライバに障害物センサ５４に異常が発生し、フェールセーフ制御が実行さ
れることが報知される。
【００８１】
　次に、ステップ１０９で、現在の車速より目標減速度および減速度増加勾配選択が行わ
れる。現在の車速は、例えば、車輪速度センサ５ＦＬ～５ＲＲからの信号に基づいて駐車
補助制御中に求められる車速や、他のＥＣＵで既に求められている車速が用いられる。減
速度増加勾配選択は、予めブレーキ制御ＥＣＵ１内に設けられた車速に応じた減速度増加
勾配マップを利用して行われる。
【００８２】
　続いて、ステップ１１１に進み、選択された減速度増加勾配を得るための制御ブレーキ
力が演算される。なお、減速度に対する制動圧の換算に関しては、上記と同様である。
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【００８３】
　続いて、ステップ１１３に進み、ドライバが要求する制動力（以下、ドライバ要求制動
力という）に対して制御ブレーキ力が大きいか否かが判定される。ここでいうドライバ要
求制動力とは、ドライバによるブレーキペダルの踏み込みに応じて発生させられる制動力
を意味する。このドライバ要求制動力よりも制御ブレーキ力が大きい場合には、ドライバ
の要求以上のブレーキ力が必要になっているということであるから、制御ブレーキ力を発
生させるべく、ステップ１１５に進む。逆に、ドライバ要求制動力の方が制御ブレーキ力
よりも大きい場合には、ドライバが要求するブレーキ力の方がフェールセーフ制御によっ
て求められるブレーキ力よりも大きいということであるから、ドライバの制動意志を尊重
し、ドライバ要求制動力が優先される。この場合、ステップ１１５を飛び越えてそのまま
処理が終了される。
【００８４】
　ステップ１１５では、制御ブレーキ力を発生させるための強制制動処理が実行される。
具体的には、制御ブレーキ力に相当する制動圧が発生させることを指令する第１駆動信号
が出力される。これにより、油圧ブレーキ装置２が発生させる第１の制動力の大きさが調
整され、制御ブレーキ力を発生させ、車両ＶＬを停止させる。なお、この強制制動処理が
実行されたときには、この処理が実行されたことを示すべく、ブレーキ制御ＥＣＵ１に備
えられる図示しない強制制動フラグがセットされる。
【００８５】
　一方、ステップ１０１で否定判定された場合には、駐車補助制御が行われていない状態
もしくは駐車補助制御が強制的に終了させられた状態であるものとして、ステップ１１７
に進む。
【００８６】
　ステップ１１７では、強制制動処理が実行された後か否かが判定される。この判定は、
上述した強制制動フラグがセットされているか否かに基づいて行われる。そして、強制制
動フラグがセットされていればステップ１１９に進み、リセットされていればそのまま処
理が終了される。例えば、駐車補助制御が実行されていない通常走行中や、駐車補助制御
中に障害物センサ５４に異常が発生してもドライバのブレーキペダル操作に基づいて発生
させられた制動力によって車両ＶＬを停止させた場合には、このステップで否定判定され
ることになる。
【００８７】
　ステップ１１９では、強制制動処理が実行された後に解除操作がなされたか否かが判定
される。ここでいう解除操作とは、一定時間、車両ＶＬが停止させること、もしくは、ア
クセル操作がなされたこと等を意味する。このような解除操作の有無は、車輪速度センサ
５ＦＬ～５ＲＲからの検出信号に基づいて、もしくは、アクセル操作量センサ５２の検出
信号に基づいて判定される。
【００８８】
　このステップで肯定判定されれば、ステップ１２１に進んで強制制動解除処理が実行さ
れ、油圧ブレーキ装置２に発生させられている制動圧を解除すべく、第１駆動信号が解除
される。また、このステップで否定判定されれば、そのまま処理が終了される。この場合
、強制制動処理で設定された油圧ブレーキ装置２に発生させた制動圧が維持されることに
なる。
【００８９】
　以上説明したように、本実施形態の駐車補助制御装置によれば、駐車補助制御中に障害
物センサ５４に異常が発生したときには、車両ＶＬを自動的に停止させるようにしている
。これにより、駐車補助制御を実行するにあたり、障害物センサ５４に異常が検出された
場合に、その異常に対応できるフェールセーフ機能を備えた駐車補助制御装置とすること
ができる。
【００９０】
　また、本実施形態のフェールセーフ制御では、車速に応じた減速度増加勾配を選択し、
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その選択された減速度増加勾配が得られる目標減速度となるように車両ＶＬを減速させて
停止させるようにしている。このため、車両ＶＬの停止が急ブレーキにならないようにで
きる。
【００９１】
　ただし、ここで選択された減速度増加勾配を得るための制御ブレーキ力よりもドライバ
要求制動力の方が大きい場合には、ドライバ要求制動力が得られるようにすることで、ド
ライバの制動意志を尊重することもできる。
【００９２】
　なお、図３中に示したステップは、各種処理を実行する手段に対応するものである。
【００９３】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態は、第１実施形態に対して、ブレ
ーキ制御ＥＣＵ１が実行するフェールセーフ制御処理の内容を変更したものであり、駐車
補助制御装置の構成などについては第１実施形態と同様であるため、異なる部分について
のみ説明する。
【００９４】
　上記第１実施形態では、距離測定用センサとしての障害物センサ５４に異常が発生した
場合に、油圧ブレーキ装置２を用いて強制的に車両ＶＬを停止させるようにしているが、
本実施形態では、センサ異常の形態に応じて、駐車補助制御を継続するか、強制的に車両
ＶＬを停止させるかを決め、制御形態を変化させるようにしている。
【００９５】
　図４は、本実施形態の駐車補助制御装置におけるブレーキ制御ＥＣＵ１が実行するフェ
ールセーフ制御処理のフローチャートを示したものである。
【００９６】
　この図に示されるステップ１０１、１０３では、第１実施形態で示した図３におけるス
テップ１０１、１０３と同様の処理が実行される。そして、ステップ１０３で障害物セン
サ５４の異常が検出された場合に、ステップ２０１に進み、障害物センサ５４の異常の内
容に応じた制御形態が決められる。すなわち、ステップ２０１において、障害物センサ５
４の異常は、車両ＶＬの進行方向と同じ側で検出されたものなのか、それとも進行方向と
反対側で検出されたものなのかが判定される。
【００９７】
　この判定は、例えば、第１実施形態で説明した異常チェック時に異常が検出された場合
に、異常検出フラグをセットするのに併せて、その異常が検出された障害物センサ５４を
記憶しておき、その異常が発生した障害物センサ５４が車両ＶＬの進行方向と同じ側か反
対側かをチェックすることにより行われる。
【００９８】
　これにより、異常が検出されたのが車両ＶＬの進行方向と反対側であった場合には、ス
テップ２０３に進み、ドライバーへの警告処理が行われる。この処理では、警告音および
ランプもしくはディスプレイ表示による警告を行うべく、警告表示・警報装置９に車両Ｖ
Ｌの進行方向とは反対側の障害物センサ５４に異常が発生したことを示す制御信号が出力
される。これにより、警告表示・警報装置９でランプ点灯やディスプレイ表示や、ブザー
やスピーカを通じての警告音での警報が行われ、ドライバに障害物センサ５４に異常が発
生したことが知らされる。
【００９９】
　逆に、ステップ２０１において、車両ＶＬの進行方向と同じ側で異常が検出されていた
場合には、第１実施形態と同様にステップ１０５以降の処理が実行される。
【０１００】
　また、ステップ１０１において、駐車補助制御中でなかった場合に関しても、第１実施
形態にステップ１１７以降の処理が実行される。
【０１０１】
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　以上説明したように、本実施形態では、異常が検出された障害物センサ５４が車両ＶＬ
の進行方向と反対側のもののみであった場合には、その旨の警告を行いつつ、駐車補助制
御を継続させるようにしている。このため、ドライバに障害物センサ５４に異常が発生し
たことを知らせつつ、駐車補助制御を継続して実行することが可能となる。
【０１０２】
　（他の実施形態）
　上記第２実施形態では、異常が発生した障害物センサ５４が車両ＶＬの進行方向と反対
側のもののみであった場合には、駐車補助制御を継続させるようにしている。これに対し
、異常が発生した障害物センサ５４が車両ＶＬの進行方向と反対側であり、かつ、車両Ｖ
Ｌの旋回内輪側に位置するものであった場合にのみ、駐車補助制御を継続させるようにし
ても良い。
【０１０３】
　例えば、図５に示す駐車補助制御中の車両ＶＬの軌跡に示されるように、車両ＶＬの進
行方向と反対側であったとしても、旋回状態によっては、旋回外輪側において車体が車両
ＶＬの進行方向先端位置の移動軌跡から外にはみ出す場合がある。したがって、旋回外輪
側の障害物センサ５４によって正確に距離ｘを検出できなくなった場合には、外にはみ出
した部分が何か障害物に接触する可能性もある。このため、上記のように、異常が発生し
た障害物センサ５４が車両ＶＬの進行方向と反対側であり、かつ、車両ＶＬの旋回内輪側
に位置するものであった場合にのみ、駐車補助制御を継続させるようにすると、より好ま
しい。
【０１０４】
　さらに、障害物センサ５４として、複数種類のものが併用される場合、例えば、コーナ
ーソナーと車載カメラが併用される場合において、異常が発生した障害物センサ５４の検
出範囲を正常に機能している他の種類の障害物センサ５４によってカバーできるような場
合には、その他の種類の障害物センサ５４からの検出信号に基づいて駐車補助制御を継続
させるようにしても良い。
【０１０５】
　上記実施形態では、油圧ブレーキ２とＰＫＢ３とを備えた制動力付与手段としているが
、自動的に制動力を発生させられるものであれば必ずしもこれらの構成にする必要はない
。例えば、電動ブレーキによって制動力付与手段を構成しても良い。さらに、回生ブレー
キなど、制動力付与手段に他の構成が含まれる場合には、それらと共同して制御ブレーキ
力を発生させるようにしても良い。
【０１０６】
　また、上記実施形態では、ブレーキ制御ＥＣＵ１によってフェールセーフ制御処理を実
行させるようにしたが、必ずしもブレーキ制御ＥＣＵ１である必要はない。特に、近年研
究が進められている車両における各種制御を統合的に行う統合ＥＣＵなどが存在する場合
、その統合ＥＣＵによってフェールセーフ制御処理を実行させるようにしても良い。また
、複数のＥＣＵによってフェールセーフ制御処理が実行されるようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の第１実施形態における駐車補助制御装置のブロック構成を示す図である
。
【図２】駐車補助制御装置に備えられる油圧ブレーキの構成を示す図である。
【図３】ブレーキ制御ＥＣＵが実行するフェールセーフ制御処理の詳細を示したフローチ
ャートである。
【図４】本発明の第２実施形態における駐車補助制御装置に備えられるブレーキ制御ＥＣ
Ｕが実行するフェールセーフ制御処理の詳細を示したフローチャートである。
【図５】駐車補助制御中の車両の軌跡を示した図である。
【符号の説明】
【０１０８】
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　１…ブレーキ制御ＥＣＵ、２…油圧ブレーキ装置、３…ＰＫＢ、
　４ＦＲ、ＦＬ、ＲＲ、ＲＬ…車輪、５ＦＲ、ＦＬ、ＲＲ、ＲＬ…車輪速度センサ、
　６…車内ＬＡＮバス、７…エンジン制御ＥＣＵ、８…周辺監視制御ＥＣＵ、
　９…警告表示・警報装置、５０…センサ類、５５…ドア開閉センサ、ＶＬ…車両。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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